
清瀬市一般廃棄物処理基本計画等改訂支援業務の 

質問書に対する回答 

 

内  容 

１ 
募集要項 P4（2）企画提案書の条件 について、印刷は、業務実施方

針～業務実施工程までを通しで両面印刷してよろしいですか。 

回答 お見込みの通りでございます。 

２ 
募集要項 P4（2）企画提案書の条件 クについて、ページ番号は、業

務実施方針～業務実施工程まで通し番号でよろしいですか。 

回答 お見込みの通りでございます。 

３ 
募集要項 P5 プレゼンテーションについて、説明時間・質疑応答時間

をご教示ください。 

回答 プレゼンテーション実施通知にてお示しいたします。 

４ 

募集要項 P5 プレゼンテーションについて、提案書の内容と同等のパ

ワーポイントは使用可能でしょうか。可能な場合、参加事業者が準備・

持参するものをご教示ください。 

回答 

パワーポイントは可能でございます。その場合、パソコンを持ち込み、

スクリーン等に投影のうえ、プレゼンテーションを行ってもいただき

ます。 

５ 様式５について、業務実績の最大記載件数をご教示ください。 

回答 
特に上限を設けないので、必要であれば行を追加するなど、ご対応お

願いいたします。 

６ 
様式６について、同種業務実績の最大記載件数をご教示ください。 

回答 
特に上限を設けないので、必要であれば行を追加するなど、ご対応お

願いいたします。。 

７ 

様式６について、担当業務は今年度（2026 年 3月）で完了するものも

ありますが、提案書提出時（2025 年 12 月 12 日時点）のものでよろ

しいですか。 

回答 
提案書提出時に今年度（2026 年 3月）完了分までも含めます。 

８ 
質問票について、他参加事業者の質問回答もご教示いただけるのでし

ょうか。 

回答 
他の参加事業者様からの質問及び回答については、市の公式ホームペ

ージにて公開させていただく予定でございます。 



 

９ 
国税及び地方税納税証明書の提出は写しでよろしいでしょうか。 

回答 
お見込みの通りでございます。 

１０ 
地方税納税証明書については、5 参加事業者の要件（３）の管理拠点

分でよろしいでしょうか。 

回答 
管理拠点で納税している場合はその拠点の納税証明書、管理拠点で納

税していない場合は本社の納税証明書をご提出お願いいたします。 

１１ 

企画提案書の条件 オ 製本ファイル等は使用しないこととする。と

記載がありますが、クリアーファイル、クリップ止め、ホッチキス止

めなどでよろしいのでしょうか。 

回答 
ホッチキス止め等で落丁しないようにお願いいたします。 

１２ 
１１月２６日午後５時期限の参加意向届は様式２のみの提出でよろし

いでしょうか。 

回答 
お見込みの通りでございます。 

１３ 【仕様書 7業務内容（処理計画）（４）パブリックコメントについて】 

実施予定時期についてご教示お願いいたします。 

回答 令和８年１２月を予定しております。 

１４ 【仕様書 7業務内容（処理計画）（６・７）審議会・参加人数】 

予定回数 5回の実施予定時期についてご教示お願いいたします。 

また、参加人数 2人以上ですが、場合によって WEB 参加（または併用）

などの手段は許可いただけますでしょうか。 

主任技術者は、出席が必須となりますでしょうか。 

回答 審議会については７月、１０月、１１月、２月に開催を予定してお

り、その他に状況に応じて開催する予定です。審議会については主任

技術者も含めて原則参加していただきます。 

１５ 【仕様書 7業務内容（処理計画）（２）（エ）噴火～について】 

災害廃棄物対策指針には火山噴火による発生量の推計方法は示されて

いませんが、独自の手法で推計を行うものでしょうか。 

回答 「清瀬市地域防災計画」及び「東京都地域防災計画」を参考にお願い

いたします。 

１６ 別紙１「清瀬市一般廃棄物処理基本計画及び災害廃棄物処理計画策定

支援業者 二次選定評価表」におきまして、担当予定者の一般廃棄物

処理基本計画策定業務の実績は十分か。と記載がございますが、災害



廃棄物処理計画の実績も同様に評価いただけると考えてよろしいでし

ょうか。 

回答 お見込みの通りでございます。 

１７ 募集要項13 その他 

プレゼンテーションでは、提案書の内容を取りまとめた PPT 等を用い

て説明を行ってもよろしいでしょうか。 

回答 お見込みの通りでございます。 

１８ 様式5 企業の業務実績調書 

実績が5 件以上ある場合は、記載欄を追加することでよろしいでしょ

うか。 

回答 お見込みの通りでございます。 

１９ 様式6 主任技術者調書 

実績が 5 件以上ある場合は、記載欄を追加することでよろしいでしょ

うか。 

回答 お見込みの通りでございます。 

２０ 様式6 主任技術者調書 

資格の取得状況を証明する書類の写しは不要でよろしいでしょうか。 

回答 様式 6 主任技術者調書の下部記載のとおり、業務実績を証明できる資

料（テクリス登録等）の写しを添付していただくようお願いいたしま

す。 

２１ 様式7 担当者経歴表 

資格の取得状況を証明する書類の写しは不要でよろしいでしょうか。 

回答 様式 7 担当者経歴表の下部記載のとおり、実績を証明する書類等（契

約書、テクリス等の写し）を添付していただくようお願いいたします。 

２２ 様式7 担当者経歴表 

本様式には主任技術者以外の担当者の経歴を記載することでよろしい

でしょうか。 

回答 様式 7 担当者経歴表の下部記載のとおり、本業務を担当する者全員分

を作成し、一人につき１枚とし、通し番号を右上につけて提出してい

ただくようお願いいたします。 

２３ 仕様書「７業務内容」において、「災害廃棄物処理計画」に関して「（６）

審議会の予定回数５回程度（基本計画に含む）」「（７）審議会等への参

加は２人以上とする。」とされています。 



審議会は、一般廃棄物処基本計画と災害廃棄物処理計画で同時開催で

あり、「参加は２人以上」は兼務可（計４人以上を求められているわけ

ではない）と解してよろしいでしょうか。 

回答 お見込みの通りでございます。 

２４ 様式５について、記載する件数は最大５件までとの認識でよろしいで

しょうか。 

回答 特に上限を設けないので、必要であれば行を追加するなど、ご対応お

願いいたします。 

２５ 様式６の同種業務実績について、記載する件数は最大５件までとの認

識でよろしいでしょうか。 

また、「※なお、実績について１件以上、記載すること。」とあります

が、同種業務実績を１件以上記載することでの対応でよいでしょうか。 

回答 記載する件数については特に上限を設けません。 

同種業務実績についてはお見込みの通りでございます。 

２６ 様式７について、「業務実績は、過去 10 年以内に一般廃棄物処理基本

計画の策定（見直し・改訂含む）業務または災害廃棄物処理計画の策

定（見直し・改訂を含む）の受注実績を記載してください。」とありま

すが、現在履行中であり完了していない受注業務も含めることができ

るとの認識でよいでしょうか。 

回答 お見込みの通りでございます。 

２７ 募集要項「１概要及び目的」において、「本業務は清瀬市だけでなく、

中間処理施設である柳泉園組合やその構成市である西東京市及び東久

留米市との調和を保つ必要があり、かつ当市との契約後はこれらの団

体とも契約し、それぞれについても、同計画の改訂支援業務を委託す

るものです。」とされています。 

これより、本業務では、清瀬市の一般廃棄物処理基本計画及び災害廃

棄物処理計画を作成するものであり、西東京市、東久留米市、柳泉園

組合の一般廃棄物処理基本計画及び災害廃棄物処理計画の作成は本業

務に含まれないと解してよろしいでしょうか。 

また、西東京市、東久留米市、柳泉園組合の一般廃棄物処理基本計画

及び災害廃棄物処理計画の契約方法（例：各団体別に本業務の受注業

者と随意契約）、予算額（別途、各団体の予算が確保されるのか）、

履行期間についてご教示いただけますでしょうか。 

回答 本業務委託については清瀬市の各計画となります。 

本市と契約後、他団体別に本業務の契約を令和８年度行います。他団



体の予算額については当計画を作成するにあたり、必要な予算を確保

すると聞いており、履行期限については本契約と同様でございます。 

２８ 募集要項「１概要及び目的」において、「かつ当市との契約後はこれら

の団体とも契約し、それぞれについても、同計画の改訂支援業務を委

託する」とされています。 

全体のスケジュールが決まっていましたらご教示いただけますでしょ

うか。 

回答 契約後、それぞれの団体と協議のうえ、スケジュールを決めていただ

きます。 

２９ 仕様書「１２成果品の提出」において、本委託では参考にある清瀬市

の記載部数を印刷物として納品すると解してよろしいでしょうか。 

回答 お見込みの通りでございます。 

３０ 募集要領「（２）企画提案書の条件」において、オ 製本ファイル等は

使用しないこととする。とされていますが、ステープラー止めで、左

側２か所等で止めればよい理解でよろしいでしょうか。  

回答 質問１１と同様となります。 

３１ 募集要領「（３）企画提案書等の提出」において、国税及び地方税納

税証明書の提出がありますが、発行日は企画提案書類提出時の直前３

ヶ月以内のもの等の制限はありますでしょうか。  

また、写しで対応することは可能でしょうか。 

回答 年度内に発行されたものであれば写しでも可能でございます。 

 


